
第３次稚内市総合計画　施策実施状況調査　　

０１　市民に開かれたまちづくり

　　０２　コミュニティ活動の推進

　　　　０１　コミュニティ活動の推進 

（％） ベース 評価 評価内容 

１０　コミュニティ活動の推進
　　　　　　　（市民生活課） 

4 100% 1 1 2 ・町内会相互の連絡調整と親睦を図り、共通問題 
の解決と実践研修を通じ、住みよい地域社会づく 
りを進め、各町内会の運営について支援をしてい 
る稚内市町内会連絡協議会への運営費補助及び 
事務局事務の支援を行っている。 

・町連協や町内会の役員の高齢化、役員のなり手がいない状況 
で､いかに町内会活動を活性化していくかが課題となっている。ま 
ちづくり委員会のメンバーと町内会役員の重複、町連協ブロックと 
の重複などから、町内会活動と混同しているため、まちづくり委員 
会と町連協組織の役割分担を明確にする必要がある。 

** まちづくり出前講座の充実
　　　　　　　（地域振興課） 

4 80% 3 1 2 ・H18年から開始されたまちづくり出前講座は、H18 
年は47件1,147人、H19年は1月現在で79件2,717 
人が受講しており、市民の学習機会を提供するとと 
もに、市民と行政との協働によるまちづくりの一助と 
なっている。 

・利用しやすい講座内容とするため、アンケート等などにより市民 
ニーズを把握した上で、定期的なメニューの更新が必要であるとと 
もに、適時な話題等にも対応できる体制作りが必要である。 

** 地域活動拠点施設を中心とした 
地域自治の推進
　　　　　　　（地域振興課） 

4 30% 3 1 3 ・地域活動拠点施設については、各まちづくり委員 
会の活動拠点となるよう、現在１５地区のうち３地区 
に設置されている。 
・地域自治組織については、１５地区にまちづくり 
委員会が設立されたが、活動に温度差があること 
や設立目的を果たしていない委員会もある。 

・地域活動拠点施設については、実際に設置された地区では有効活用さ 
れており、今後も既存の施設を活用しながら全ての地区を網羅するよう整 
備を進める必要がある。 
・施設の管理運営については、指定管理者制度において、利用者のニー 
ズを十分に反映した利便性の高い施設運営に取り組む必要がある。 
・地域自治組織については、まちづくり委員会の設立目的や役割を住民 
に再確認してもらい、当初の目的を果たせるような働きかけをする必要が 
ある。 
・コミュニティ活動を行うための資金助成や地域の財産である高齢者の知 
識等を地域づくりへ活かすためのシステム整備、人材育成のための支援 
制度などを新たな施策に加え、市民と行政のパートナーシップによるまち 
づくりを進めていく必要がある。 
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